
  

一 

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

 

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

 

目
次
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
二
条
」
に
、
「
第
十
七
条
・
第
十
八
条
」
を
「
第
十
三
条
・
第
十
四
条
」
に
、
「
第
十
九

条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
一
条
中
「
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
る
豊
か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め

に
必
要
な
質
の
高
い
教
育
を
実
施
す
る
」
を
削
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
一
項
及
び
第
十
条
」
を
「
第
八
条
及
び
第
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。 

 

第
三
条
中
「
、
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
学
生
等
の
う
ち
」
を
削
り
、
「
者
」
を
「
学
生
等
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
次
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
を
削
る
。 

 

第
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
確
認
大
学
等
」
を
「
大
学
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。 

 

第
九
条
を
削
る
。 

 

第
十
条
中
「
第
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
十
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
高
等
専
門
学
校
」
の
下
に
「
（
い
ず



 

二 

れ
も
学
校
教
育
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
立
学
校
又
は
私
立
学
校
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
第
十
条
第
二
項
第
一
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
国
立
大
学
法
人
」
の
下
に
「
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
独
立
行
政
法
人
」
の
下
に
「
（
独
立
行
政
法
人

通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
第
十
条
第
二
項
第
三
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
公
立
大
学
法
人
が
」
を
「
公
立
大
学
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十

五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
条
第
二
項
第
五

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
地
方
独
立
行
政
法
人
が
」
を
「
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行

政
法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
い
、
公
立
大
学
法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
条
第

二
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
九
条
と
す
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
中
「
確
認
大
学
等
」
を
「
大
学
等
」
に
、
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
確
認
大
学
等
の
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
大
学
等
の
」
に
、
「
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
し
た
文
部
科
学
大
臣

等
」
を
「
各
号
に
定
め
る
者
（
以
下
「
文
部
科
学
大
臣
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

一 

大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
並
び
に
国
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
専
門
学
校 

文
部
科
学
大
臣 



  

三 

二 

国
が
設
置
す
る
専
門
学
校 

当
該
専
門
学
校
が
属
す
る
国
の
行
政
機
関
の
長 

三 
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
専
門
学
校 

当
該
独
立
行
政
法
人
の
主
務
大
臣
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
六
十
八
条
に

規
定
す
る
主
務
大
臣
を
い
う
。
） 

四 

地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
大
学
等 

当
該
地
方
公
共
団
体
の
長 

五 

公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
大
学
等 

当
該
公
立
大
学
法
人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長 

六 

地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
専
門
学
校 

当
該
地
方
独
立
行
政
法
人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長 

七 

専
門
学
校
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

当
該
専
門
学
校
を
所
管
す
る
都
道
府
県
知
事 

 

第
十
二
条
第
三
項
中
「
確
認
大
学
等
」
を
「
大
学
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。 

 

第
十
三
条
第
二
項
中
「
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
」
の
下
に
「
授
業
料
等
減
免
に
関
し
て
」
を
加
え
、
「
確
認
大
学
等
」
を

「
大
学
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。 

 

第
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
確
認
大
学
等
」
を
「
大
学
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。 

 

第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
を
削
る
。 

 

第
十
七
条
第
一
項
中
「
第
十
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
十
条
第
二
項
第



 

四 

一
号
」
に
、
「
文
部
科
学
大
臣
等
」
を
「
文
部
科
学
大
臣
」
に
改
め
、
第
三
章
中
同
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
八
条
を
第
十

四
条
と
す
る
。 

 

第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を

「
第
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
第
四
章
中
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。 

 

附
則
第
一
条
中
「
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部
を
改

正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
の
翌

年
の
四
月
一
日
」
を
「
令
和
二
年
四
月
一
日
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
次
条
及
び
附
則
第
十
四
条
」
を
「
附
則
第
十
二

条
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
二
条
を
削
り
、
附
則
第
三
条
を
附
則
第
二
条
と
す
る
。 

 

附
則
第
四
条
を
削
る
。 

 

附
則
第
五
条
中
第
十
七
条
の
二
の
改
正
規
定
を
削
り
、
附
則
第
五
条
を
附
則
第
三
条
と
し
、
附
則
第
六
条
を
附
則
第
四
条
と

す
る
。 

 

附
則
第
七
条
中
「
附
則
第
五
条
」
を
「
附
則
第
三
条
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
五
条
と
し
、
附
則
第
八
条
を
附
則
第
六
条



  

五 

と
す
る
。 

 

附
則
第
九
条
の
う
ち
第
十
条
の
改
正
規
定
中
「
都
道
府
県
知
事
の
確
認
を
受
け
た
」
を
削
り
、
「
専
門
学
校
（
」
の
下
に

「
国
、
国
立
大
学
法
人
、
独
立
行
政
法
人
、
」
を
加
え
、
附
則
第
九
条
を
附
則
第
七
条
と
し
、
附
則
第
十
条
を
附
則
第
八
条
と

し
、
附
則
第
十
一
条
を
附
則
第
九
条
と
す
る
。 

 

附
則
第
十
二
条
の
う
ち
第
二
十
三
条
の
改
正
規
定
中
「
第
十
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
、
附
則
第
十
二
条
を
附
則
第
十
条

と
し
、
附
則
第
十
三
条
を
附
則
第
十
一
条
と
し
、
附
則
第
十
四
条
を
附
則
第
十
二
条
と
す
る
。 

 


